
よくある質問 
税理⼠事務所の所在地においては、丁⽬、番地、番、号を省略せずに正確に記載をしてく

ださい。 
また、⾃宅住所・本籍においては住⺠票の表記のとおり記載してください。 

 【会員個⼈の変更】 
Q１ 会員個⼈の事務所の所在地を神奈川県⼜は⼭梨県内に変更（変更予定を含む）した場

合の⼿続きはどのようにすればよいですか？ 
回答：提出いただく申請書類等は次のとおりです。 

１ 変更登録申請書 １通 
２ 変更登録に関する届出書 １通 
３ 写真 １枚 
４ 変更登録⼿数料５,０００円 
※ ⾃宅とは別の場所に事務所を設置する場合は、賃貸借契約書(写)等 
※ 事務所の所在地と⼀緒に⾃宅住所も変更される場合の変更登録⼿数料は５,００ 

０円です。 
より詳しい変更登録⼿続きについては、こちらをご覧ください。 
 

Q２ 会員個⼈の⾃宅住所の変更をした場合の⼿続きはどのようにすればよいですか？ 
回答：提出いただく申請書類等は次のとおりです。 
   １ 変更登録申請書 1 通 
   ２ 変更登録⼿数料２,５００円 
   ※ 変更後の住所の記載にあたっては、電⼦証明書・IC カード発⾏及び更新の関係

から住⺠票の表記のとおり記載してください。 
より詳しい変更登録⼿続きについては、こちらをご覧ください。 
 

Q３ 東京地⽅税理⼠会内で所属税理⼠から開業税理⼠に、開業税理⼠から所属税理⼠に変
更登録することになった場合の⼿続きはどのようにすればよいですか？ 

回答：提出いただく申請書類等は次のとおりです。 
１ 変更登録申請書 １通 
２ 変更登録に関する届出書 １通 
３ 写真 １枚 
４ 変更登録⼿数料５,０００円 

   ※開業税理⼠に登録区分を変更する場合は、税理⼠事務所の設置に関する提出書類 
が必要となります。事務所の所有形態並びに使⽤形態によって提出する書類が異な 
りますのでご注意ください。 

    なお、社員税理⼠の場合は変更⼿続きと法⼈の届出事項の変更も同時におこなっ
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てください。 
より詳しい変更登録⼿続きについては、こちらをご覧ください。 

 
Q４ 神奈川県⼜は⼭梨県以外の場所に事務所の所在地を変更（変更予定を含む）した場合

の⼿続きはどのようにすればよいですか？ 
回答：提出いただく申請書類等は次のとおりです。 
１ 退会届 1 通 
２ 変更登録申請書 １通 
３ 変更登録に関する届出書 １通 
４ 写真 ２枚 
５ 税理⼠証票(写)及び会員章（バッジ） 
６ 変更登録⼿数料５,０００円 
７ 他添付書類 
より詳しい変更登録⼿続きについては、こちらをご覧ください。 

 
Q５ 証票に使⽤する写真のサイズを教えてください。 
   提出いただく写真については、下記を参照願います。 
   ① サイズ 縦３cm、横 2.4cm 
   ② ネクタイ、上着着⽤のもの⼜はこれに準じたもので、背景が無地であること。 
   ③ 最近３か⽉以内に撮影したもの、カラー、⽩⿊どちらでも可 
   ④ 裏⾯に⽒名・所属⽀部を記載のこと 
 

https://www.tochizei.or.jp/tetuduki/henkou.html
https://www.tochizei.or.jp/tetuduki/taikai.html

